
─ �1 ─

―1―

子どもの人間関係といじめ
―教ࢥ・保育者に求められる「いじめ」というࢻ఼―

Ӟ 田 կ 
（児童学科 教द）

文部科学省は，「いじめ防止対策推進法」ࢬ行以降，いじめの定義にخͰく的確な認எを学校に求めている。

幼稚園，保育所等およびその園児は法からঈ͠れているが，このΆど保育現場におけるいじめ事案につ

いて，ある࣑ࣙ体にえがあり第三者委員会が調査する事例がみられた。「幼稚園教育要領」等ではいじめ

についての記ࡎはみられないが，現場ではࣰࡏにいじめがଚࡑする。保育者は，これまで以上に個々の子

どもや人間関係を丁寧に観察，アセスメントし，どのように教育・保育を行うかについての記録や説明が

求められる。また，園ଈはその保育者を支える体制が求められる。

Ϋʖϭʖχʁ保育者 , いじめ , 人間関係 , 幼稚園教育要領 , 第三者委員会

̏ɿͺͣΌͶ
2011 年におきた中学生のいじめࣙࢰ事݇は，

ऀ会的に大きなを集めた。この事݇を契機
に，学校は「いじめ」に対して，期発ݡ期
介入がکく求められている。とりΚけ，2013 年
に立した「いじめ防止対策推進法」のࢬ行以
降は，文部科学省によるいじめ認எのための֦
झ௪எのӪڻもあり，学校でのいじめの認எ݇
਼がଁ加している。2021 年度の全ࠅの学校にお
けるいじめの認எ਼݇は，小学校 50 ຬ 562 ݇，
中学校 9 ຬ 7,937 ݇，߶等学校 1 ຬ 4,157 ݇，
ಝพ支ԋ学校 2,695 ݇，合計 61 ຬ 5,351 ݇で
ある。学校で認எ͠れる਼݇はあきらかにଁ加
しており，10 年前（2011 年）の༁ 8.8 ഔとなっ
ている。
本小ߚでは，文部科学省によるいじめの定義

の変遷，「いじめ防止対策推進法」以降の学校に
求められているいじめ対応について֕観する。
に，幼児期における「いじめ」をѽった日本࣏
ではॵめてとࢧΚれる第三者委員会報告をघが
かりに，幼稚園教育要領等とল合し，幼児期の
人間関係と保育者のༀׄ，いじめ対応に求めら
れる保育者のࢻ఼についてफ़΄る。

̐ɿ文෨ՌָͶΓΖ͏ͣΌఈٝรય
େ，1986࣎文部省ڈ 年度から 1993 年度まで

の間には，「児童生徒の問題行動等生徒指導上の
諸問題に関する調査」のなかで「いじめ」につ
いて「ᶅࣙ分よりओい者に対して一๏的に，ᶆ
ਐ体的・心理的なܺߊをܩ続的に加え，ᶇ૮घ
がࠃなۦ௩を感じているものであって，学校
としてその事ࣰ（関係児童生徒，いじめの内容
等）を確認しているもの。なお，ًこった場所
は学校の内を問Κないもの」と定義͠れてい
た。
その1994，ޛ 年度から 2005 年度の間は，同

調査の「いじめ」の定義として，「ᶅࣙ分よりओ
い者に対して一๏的に，ᶆਐ体的・心理的なߊ
ܺをܩ続的に加え，ᶇ૮घがࠃなۦ௩を感じ
ているもの。なお，ًこった場所は学校の内
を問Κない。」とすると͠れ，個々の行ҟがいじ
めにたるか൳かのஇを表的・ࣞܙ的に行
うことなく，いじめられた児童生徒の立場に立
って行うことと͠れた。
͠らに，2006 年度から「いじめ防止対策推進

法」がࢬ行͠れる前年度（2012 年度）まで，同
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調査における「いじめ」の定義として，個々の
行ҟが「いじめ」にたるか൳かのஇはɼ表
的・ࣞܙ的に行うことなく，いじめられた児
童生徒の立場に立って行うものとする。「いじめ」
とは，「֚児童生徒が，一定の人間関係のある
者から，心理的，理的なܺߊをणけたことに
より，ਈ的なۦ௩を感じているもの。」とする。
ًこった場所は学校の内を問Κないと͠れた
（文中Ծતはජ者）。
いじめはどこで生じるのか。「学校の内を問

Κない」という定義は不変であるが，報Կऀ
会の進ఴはϨアϩな学校生とஏҮのΆかに，
ンνーϋρトのώーチϡϩなֆをࡠりͫし，
いじめの定義を「ओい者いじめ」ͫけにݸ定す
ることࣙ体が࣎େに合Κなくなってきた。状ڱ
によっては被害者と加害者が൬のようにൕ
するՆもある。また，ਐ体的，心理的なۦ
௩についてもそのいじめのළ度や度合ではなく，  
いじめられた児童生徒の立場に立って対応する
ことが教員に求められるようになった。

̑ɿh ͏ͣΌࢯଲࡨਬ๑ʱ
ʤ1ʥ͏ͣΌ๑ద͵ఈٝ

2013 年に立した，「いじめ防止対策推進法」
第 2 ড়第 1 では，この法律において「いじめ」ߴ
とは，児童等に対して，֚児童等がࡑする
学校にࡑしている等֚児童等と一定の人的
関係にある他の児童等が行う心理的は理的
なӪڻを༫える行ҟ（ンνーϋρトを௪じて
行Κれるものをむ。）であって，֚行ҟの対
象となった児童等が心ਐのۦ௩を感じているも
のをいう。」とو定͠れた。
この法ࢬ行にい，文部科学省のいじめの定

義も 2013 年度から以Ծのように変͠ߍれた。
「いじめ」とは，「児童生徒に対して，֚児

童生徒がࡑする学校にࡑしている等֚児
童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が
行う心理的は理的なӪڻを༫える行ҟ（
ンνーϋρトを௪じて行Κれるものもむ。）で
あって，֚行ҟの対象となった児童生徒が心
ਐのۦ௩を感じているもの。」とする。なお，ً
こった場所は学校の内を問Κない。

いじめは，「ϋρトいじめ」をめ児童生徒本
人がक観的にどう感じたかということが॑͠ࢻ
れるようになった。

ʤ2ʥ๑ଲেͳ͵Ζָߏͳࢢʹ
「いじめ防止対策推進法」第 2 ড়第 2 ，ではߴ

この法律において「学校」とは，学校教育法（দ
和 22 年法律第 26 号）第 1 ড়にو定する小学
校，中学校，義ແ教育学校，߶等学校，中等教
育学校及びಝพ支ԋ学校（幼稚部をঈく。）をい
うとو定し，同 3 では，この法律において「児ߴ
童等」とは，学校にࡑする児童は生徒をい
うとو定している。

ʤ3ʥ͏ͣΌخࢯຌ๏ਓͳແ
「いじめ防止対策推進法」では，第 1 ড়で，

いじめが，いじめをणけた児童等の教育をणけ
るݘཤをஸしく৷害し，その心ਐの݊全な長
及び人֪のܙに॑大なӪڻを༫えるのみなら
ず，その生ໍはਐ体に॑大なݧثを生じͦ͠
るおそれがあるものであることにؓみ，児童等
のଜݭを保࣍するため，いじめの防止等（いじ
めの防止，いじめの期発ݡ及びいじめの対
ॴをいう。以Ծ同じ。）のための対策に関し，خ
本理೨を定め，ࠅ及びஏ๏ޮڠ体等の責ແを
明らかにし，ดびにいじめの防止等のための対
策に関するخ本的な๏針の策定について定める
とともに，いじめの防止等のための対策のخ本
となる事ߴを定めることにより，いじめの防止
等のための対策を૱合的かつް果的に推進する
ことを的とするとし，いじめ防止のためのخ
本๏針にخͰいたࠅ，ஏ๏ޮڠ体，学校，保
。定しているو者の責ແをޤ

ʤ4ʥ॑ࣆସఈٝ
「いじめ防止対策推進法」第 28 ড়では，以Ծ

の 2 ఼をいじめに関Κる「॑大事態」と定義し，
学校のઅ者または学校に対して，同झの事態
の発生の防止にࣁするため，ଐやかに，న切な
๏法により事ࣰ関係を明確にするための調査を
行うようو定している。



─ �� ─

子どもの人間関係といじめ

―3―

ᶅいじめにより֚学校にࡑする児童等の生
ໍ，心ਐはࢊࡔに॑大な被害が生じたٛいが
あると認めるとき。
ᶆいじめにより֚学校にࡑする児童等が૮
の期間学校をܿੰすることを༪ٓなく͠れて
いるٛいがあると認めるとき。

4ɿ͏ͣΌஎͳͨଲԢΝΌ͛ͮͱ
「いじめ防止対策推進法」によるいじめの定

義変ߍ以降，文部科学省（2015）は学校，およ
び教員に対して，「いじめの認எに関する考え๏」
をあらためて示している。つまり，いじめの認
எ਼݇が多い学校については，いじめの対応が
十分ではないと൳定的にՃするのではなく，
的ۅめてに「いじめをॵ期ஊのものもٱ
に認எし，その解ভに向けた取組のスνートϧ
ンに立っている」とۅめてߢ定的にՃする
というࢡを明確にしている。ൕ対に，いじめ
の認எ਼݇が 1 ݇もない，あるいはঙない学校
については，ਇの状ڱなのかৄݗを求めるよう
になった。
しかしながら，文部科学省（2022）「令和 3 年

度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の
諸課題に関する調査結果」に示͠れるとおり，
2021 年度の全ࠅಕ府ݟにおける児童生徒
1,000 人あたりのいじめ認எ਼݇については，
最大 126.4 人から最小 14.3 人となってい
る。いじめの認எに関する࣑ࣙ体間֪ࠫはғષ
として大きく，ർֳݗ౾をする以前に࣑ࣙ体間，
学校間，教員間という 3 において，いじめの
認எのخ६，いじめの定義についての理解，解
एについての課題がۅめて大きい状態が続いて
いるといえる。
「いじめ防止対策推進法」第 28 ড়にو定͠れ

る「॑大事案」についても文部科学省がઅし
た「いじめ防止対策٠ڢ会」が報告した「いじ
め防止対策推進法のࢬ行状ڱに関する٠論のと
りまとめ」（2016）では，いじめの被害者や保ޤ
者が॑大事態であるとਅし立てたにも関Κらず，
ちに॑大事態とѽΚないίースがある等の指
摘がな͠れている。

文部科学省（2022）「令和 3 年度児童生徒の
問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関す
る調査結果」によると，2021 年度は，「いじめ
により֚学校にࡑする児童等の生ໍ，心ਐ
はࢊࡔに॑大な被害が生じたٛいがあると認
めるとき」に֚する॑大事態が 349 ݇，「いじ
めにより֚学校にࡑする児童等が૮の期
間学校をܿੰすることを༪ٓなく͠れているٛ
いがあると認めるとき」に֚する॑大事態が
429 ݇，合計 705 ݇報告͠れているが，この॑
大事態の֦࣑ࣙ体における発生਼݇についても
最大 69 ݇から最小 0 ݇まで大きなࠫがみ
られる。
文部科学省（2017）は，「いじめの॑大事態の

調査に関するΪχϧン」を策定し，॑大事
態に対するスνンξーχな対応を֦࣑ࣙ体，学
校，教員に求めている。本小ߚでは，十分にݗ
౾することはできないが，॑大事態の対応につ
いても多くの課題がある。

5ɿฯүॶͲ͏ͣΌࣆҌͶܐΖࠬๅ͖ࠄΔ
にもৰれたが，「いじめ防止対策推進法」で

は，第 2 ড়第 1 でその被害対象を「児童等」ߴ
とو定している。この児童等とは，同ড়第 3 ߴ
において「学校にࡑする児童は生徒をいう」
と定義している。また，同ড়第 2 では，「学校」ߴ
について，「学校教育法（দ和 22 年法律第 26
号）第 1 ড়にو定する小学校，中学校，義ແ教
育学校，߶等学校，中等教育学校及びಝพ支ԋ
学校（幼稚部をঈく。）」と͠れている。つまり，
「いじめ防止対策推進法」の対象はಝพ支ԋ学
校をめた小学生，中学生，߶校生ということ
になり，幼稚園はঈ͠れている。ષながら，
「学校」ではなく児童ෳࢬࢳઅである保育所は
「いじめ防止対策推進法」の対象ではない。他
๏，現ࡑ多くの࣑ࣙ体（指定市をむ全市ௌ
村の 55.8ˍ）では，「いじめ防止対策推進法」お
よび「いじめ防止خ本๏針」にخͰき，いじめ
防止に関するড়例を制定し，「॑大事態」の調査
委員会をઅしている。
本小ߚで取り上͝る事例は，「いじめ防止対策

推進法」の対象ではない小学校就学前の園児（
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園）について，֚ࡑ体のޮ立保育所に࣑֚ࣙ
者のେ理ݘに園児およびڎ体のড়例を࣑ࠞࣙ
人からのえがあり，そのえに対して，֚
問し，調査（第三ࣀ体の長が調査委員会に࣑ࣙ
者）委員会が調査，৻査にघした事案である。
֚報告書（2022）によると「本݇における

֚園児のうったえは，֚園児が֚保育園
，中に，他の園児から仲間はずれに͠れたりࡑ
な言葉を౦͝かけられたりしたうえ，֚園ݑ
児がうったえるพҩ和にخͰく言動について，
他の園児がそれを൳定的にとらえる言動をした
等により，֚園児のਈ的ۦ௩がみ॑なり，
児έϧスの中から不登園状態になったとࡂ̓
いうものである。」
なお，֚園児は，ࣙถスϘέトϧムɼ

พҩ和等についてҫ学ਏஇをणけている。
調査（第三者）委員会は，調査の結果，行ҟ

としての਼のいじめを確認している。そのう
えで，「本事案に係る֚幼児及び保ޤ者からの
「いじめられている」といったえ，不҈に対
して，֚保育園の認ࣟは「長գఖでありಚ
ること」「ちΒっかいのड़し合い」「よくあるト
ϧϔϩ」といったଌえ๏であった。幼保行の
ଌえ๏もɼخ本的には同様であった。」としてい
る。田中ら（2015）は，ࣙถスϘέトϧム傾
向の子どもは，その発達ಝからいじめの被害
にあう傾向が߶いと指摘している。報告書では，
「֚保育園には発達্害や LGBTQ, いじめ
についての体ܧԿ͠れたஎࣟを十分に༙してい
るとは言えない保育士がଚࡑしていた。」と指摘
している。また，日々の指導，支ԋ記録とその
؇理，保ޤ者の対応についての不十分なが
指摘͠れている。
本事例は小学生以上の事例であれば「いじめ

防止対策推進法」における「॑大事態」に֚
するίースであるが，࣎保育所の園児であっ
たため，調査委員会としては，保育園，幼稚園，
認定こども園等における「トϧϔϩやいじめ」
等の問題について，どのようにଌえ対応をして
いくことが求められているのかという観఼から
調査・ৄݗを行っている。

6ɿࢢʹਕؔؖܐͳ͏͡͞͡ɾ͏ͣΌ
文部科学省（2022）「令和 3 年度児童生徒の

問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関す
る調査結果」によると，学年พいじめの認எ݇
਼では，小学校ఁ学年が全体のൔ਼ۛく（༁
47ˍ）をઐめている。小学生のいじめの態様で
は，「ྮやかしやからかい，ѳやڶし文ۡ，ݑ
なことを言Κれること」がൔ਼以上をઐめ最も
多い。

න 1 ঘָਫ਼Ͷ͕͜Ζ͏ͣΌସ༹ʤ2022ʥ

ਦ 1 ָ೧พ͏ͣΌஎ਼݇ʤ2022ʥ

͏ͣΌସ༹ ർʤˍʥߑ
ྮΏ͖͢Ώ͖Δ͖͏ɼѳΏ͢ڶ文
ۡɼݑ͵͞ͳΝݶΚΗΖɽ

57.0

͚͖ܲͯΔΗͪΕɼ༣ΕΝ͢ͱ
ୡ͖ΗͪΕɼिΔΗͪΕͤΖɽ
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96,142

100,976

94,781

84,125

71,991

53,016

51,293

32,190

15,041

7,418

5,238

3,062

78

0 50,000 100,000 150,000

小1

小2

小3

小4

小5

小6

中1

中2

中3

高1

高2

高3

高4



─ �� ─

子どもの人間関係といじめ

―5―

͠て「いじめ防止対策推進法」では，小学生
以上をو定しているが，幼児のいじめとその対
応については，どのように考えればよいのであ
Θうか。幼児教育のघӀき書として，文部科学
省「幼稚園教育要領解説」（2018）があるが，Ϋ
ーϭーχࡩݗを行っても「いじめ」の記ࡎは一
݇もみられない。幼児期には「いじめ」という
観఼がなじまないということͫΘうか。
「いじめ」の֕೨にۛく，いじめの要ોを

༙するものとࢧΚれるΫーϭーχとして「いざ
こざ」があり，「幼稚園教育要領解説」のなかで
は 9 ݇みられる。例えば「̓ࡂ児のޛൔには，
いざこざなどうまくいかないことをりӿえる
体験を॑ることを௪して人間関係がまり，
༓達やबҕの人の࣍ـちにৰれて，૮घの࣍ـ
ちにڠ感したり，૮घのࢻ఼からࣙ分の行動を
৾りศったりして，考えながら行動するࢡがݡ
られるようになる。（ʛྲྀʛ）このࠔの幼児は，
༣びの中でًきるいざこざなどの場において，
༓達の࣍ـちにڠ感したり，よりֺしく༣΄る
ように案したりなどして，ࣙ分たちで解݀し
たり༣びをܩ続したりするようになる。」として
いる（文中Ծતはජ者）。厚生労働省「保育所保
育指針解説」（2018）および内閣府・文部科学省・
厚生労働省「幼保連携型認定こども園教育・保
育要領解説」（2018）もΆ·同じ内容で同じఖ度
に「いざこざ」に関する記ࡎがみられる。
֦々の解説ではڠ௪して，幼児の「いざこざ」

や他者との葛藤はࣙހと他者の分Կ，ࣙը発達
や他者ࢻ఼の֭ಚ，ڠ感，ऀ会，ڢ同な
ど͠まざまな幼児期の発達を育むેであること
がफ़΄られている。

7ɿ͕ΚΕͶ
文部科学省（2017）は，「いじめはɼऀ会を

ਐにける上にある児童生徒が集で動す
る場合，しばしば発生するものである。例えば，
言いգ͙てしまい૮घをউける，ࣙ分ঋघな
行動をとってबҕのൕ感をഛうなど，子ڛたち
は，長のգఖで様々なࣨഌをܨ験するのであ
るが，その中には，いじめに֚するものもし
ばしばまれる。したがって，どの学校におい

ても，一定਼のいじめが認எ͠れるのがࣙષで
ある。」としている。では，小学校就学前の教育・
保育にいてはどのようにଌえられるのͫΘうか。
村田ら（1998）は，幼稚園教育のࣰભにおい

て，子どもたちのなかには「કい͟っこ」とস
して一ॻに༣Ξでいるなかでいじめに発ఴして
いる事例があるとし，「いじめのլ」のようなॵ
ิのஊで指導が必要であることを指摘してい
る。一๏，遠藤ら（1997）は，幼児が「いじめ
られた」と感じる場の多くはɼ保育者からݡ
ると人とのかかΚりを学大切な機会である。
「いじめの解݀は幼児期の指導から」といって
日常生でًこる様々なトϧϔϩを「いじめの
լ」とଌえ「摘む」という発で指導を行った
としたら，幼児のࣙހ認ࣟや૮घのਇのࢧい
やりを育てることはできない。人との葛藤状態
に対してओくなっている現େの幼児及び保ޤ者
のࣰ態をಁまえながら，生の中で様々な感
体験を௪して幼児に人とかかΚるྙをਐにけ
ͦ͠ることを大切にしなければならないとして
いる。このような子どもの人間関係をめ͛る保
育者のまなざしのҩいは，いつの࣎େにおいて
もଚࡑする。このことは，「いじめ防止対策推進
法」以降，文部科学省が，「いじめの定義」につ
いてՁ度も࠸確認するように学校や教員に求め
ているが，認எ਼݇に࣑ࣙ体間，学校間，教員
間での֪ࠫがғષとして大きいことと同じであ
Θう。
本小論では，おそらく日本ではॵめてࣰ͠ࢬ

れたとࢧΚれる小学校就学前の保育所における
幼児のいじめに関する調査（第三者）委員会の
調査報告（2022）を়介した。「いじめ防止対策
推進法」ではঈ͠れている幼児教育・保育に
おけるいじめについての調査報告はみられない
ため，今ޛ，この報告が契機となり他の࣑ࣙ体
でも同様のうったえが合った場合調査が行Κれ
るのか，あるいは今յの事案はಝच事例として，
他の࣑ࣙ体ではणけけないかは不明である。
しかし，この報告書は事ࣰとして，小学校就学
前においてもいじめがଚࡑするということをޮ
認しており，園や保育者の対応によっては，॑
大事態（不登園状態）は防͝たのではないかと
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指摘している。
幼稚園，保育所，こども園および幼稚園教諭，

保育士，保育教諭らはそのことを十分に理解し，
園ではよくみられる子ども同士の「いざこざ」
という理解に留まらず，子どもたちの人間関係
を日常から丁寧に観察すること。個々の子ども
や家庭の多様なニーズを把握し，その子どもの
おかれた状態をアセスメントし，計画的にどの
ように保育，教育を行っているのかについての
説明責任とその記録が求められる。
幼稚園教育要領では保育者の「仲立ち」とい

う表現を用い，介入の契機を示している。例え
ば，「葛藤の体験は幼児にとって大切な学びの機
会であるが，いざこざや言葉のやり取りが激し
かったり，長い間続いたりしている場合には仲
立ちをすることも大切である。」としている。こ
のような事例でも保育者ひとりで抱え込むので
はなく，園全体として，保育者を支える体制が
求められる。小学校以降の学校では，「チーム学
校」として組織的対応が求められているが，就
学前教育・保育においても同様である。
幼稚園や保育所，認定こども園および小学校

就学前の園児は「いじめ防止対策推進法」の対
象ではないが，保育者は，小学校以降では，学
校におけるいじめについてどのような対応が求
められているのか，法律上どうなっているのか
について，今一度，確認しておく必要がある。
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